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松戸市こども発達センター（児童発達支援センター）運営規程 

平成２２年４月 １日制定 

平成２４年３月３１日改正 

平成２５年３月３１日改正 

平成２９年３月３１日改正 

平成３０年３月３１日改正 

平成３１年３月３１日改正 

令和 ４年３月３１日改正 

令和 ５年３月３１日改正 

令和 ６年３月３１日改正 

令和 ７年３月３１日改正 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、松戸市健康福祉会館条例（平成 9 年 12 月 22 日松戸市条

例第 16 号）第３条により、松戸市が設置する「松戸市こども発達センター（以

下「こども発達センター」という。）」において実施する指定障害児通所支援

事業の適正な運営を確保するために定めるものである。 

 

（事業の種類） 

第２条 こども発達センターにおいて実施する事業の種類は指定障害児通所支

援事業（児童発達支援）とする。 

 

（事業の対象とする主たる障害の種類） 

第３条 前条に規定した児童発達支援において対象とする障害の種類は、身体

に障害のある児童、知的障害のある児童及び精神に障害のある児童（発達障

害者支援法第 2 条第 2 項に規定する発達障害児を含む。）。 

 

（名称等） 

第４条 第２条に規定した児童発達支援の業務について、主に保育を基本とし

た療育を担当する施設の名称及び所在地は次のとおりとする。 

（１）名称   松戸市こども発達センター（児童発達支援センター） 

（２）所在地  松戸市五香西三丁目７番地の１  

ふれあい２２（松戸市健康福祉会館）内 

（目 的） 

第５条 こども発達センター（児童発達支援センター）（以下「児童発達支援セ

ンター」という。）は、発達に不安のある就学前の児童を日々保護者のもとか

ら通わせ、心身の健やかな発達と集団生活に適応できる基礎作りについて支
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援することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第６条 児童発達支援センターは、通所する児童一人ひとりの基本的な療育方

針を明確にするため、こども発達センター相談診療部門スタッフの意見や保

護者の意向を取り入れた児童発達支援計画（以下「個別支援計画」という。）

を作成し、当該児童の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応

じて適切かつ効果的な指導を行うものとする。 

２ 通所支援の実施に当たっては、当該児童の保護者の子育ての不安や悩みを

共に考えながら、保護者に寄り添った支援をするものとする。 

３ 通所支援の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、他の児童発達

支援事業等通所支援事業者、保育所等児童福祉施設その他の保健医療サー

ビスまたは福祉サービスを提供する者及び幼稚園等の教育機関との連携に

努めるものとする。 

４ 前三項のほか、児童福祉法（昭和 22 年 12 月 12 日法律第 164 号）及び児

童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成 24 年 2 月 3 日厚生労働省令第 15 号）に定める内容のほか厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部長が定める指定児童発達支援に関する指針

（以下「児童発達支援ガイドライン」という。）等の関係法令等を遵守し、事

業を実施するものとする。 

 

（定 員） 

第７条 児童発達支援センターにおける定員は８０人とする。 

 

（通常の事業の実施区域） 

第８条 通常の事業の実施区域は、松戸市の全域とする。 

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第９条 児童発達支援センターにおける児童発達支援に係る職員の職種、員数

及び基本的な職務の内容は、次のとおりとし、その他の分担については別に

定めるものとする。 

 （１）管理者（施設長） １名（常勤職員） 

    管理者は、児童発達支援センター職員及び業務の管理を一元的に行う

とともに、児童発達支援センター職員に対し、法令等において規定され

ている指定障害児通所支援事業に関する規定を遵守させるため必要な指

揮命令を行う。 

 （２）児童発達支援管理責任者  １名以上（常勤職員） 

    児童発達支援管理責任者は、個々の児童について作成する個別支援計
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画について助言・指導を行うほか、職員に対する技術指導及び助言を行

う。 

 （３）保育士  ２４名以上（常勤職員 １５名、非常勤職員 ９名） 

   ア 児童発達支援管理責任者との協議に基づいた個別支援計画を作成し、

保護者に説明の上、同意を得る。 

   イ 個別支援計画に基づき、通所中の児童及びその保護者に対し、適切

に指導等を行う。 

 （４）児童指導員  １名以上（常勤職員） 

    個別支援計画に基づき、通所中の児童及びその保護者に対し、適切に 

指導等を行う。 

 （５）看護師  ２名以上（常勤職員 ２名、非常勤職員 １名） 

ア 児童の健康管理について、保護者への指導を行う。 

イ 児童の健康管理について他の児童発達支援センター職員に指導・助

言を行うほか、児童発達支援センター全体の保健業務を行う。 

 （６）栄養士  ２名以上（常勤職員 １名、非常勤職員 １名） 

ア 児童の栄養管理及び摂食について保護者への指導を行うとともに、

他の児童発達支援センター職員への指導・助言を行う。 

イ 児童発達支援センター等の給食について献立の作成等を行う。 

ウ 給食の実施について委託業者の指揮・監督を行う。 

 （７）運転士  ３名（委託業者） 

児童の送迎を行うほか、送迎用バス及び駐車場の維持管理等を行う。 

 （８）事務職員 １名（常勤職員） 

    事務職員は、障害児通所給付費及び負担金の収納に関する事務を行う

ほか必要な事務を行う。 

 （９）通所支援事業の経験 5 年以上の保育士等  １名以上（常勤職員） 

    通所支援事業の経験 5 年以上の保育士等は、主として専門的な発達支

援及び相談支援を行う上で中心となり、施設職員及び地域支援を行う。 

 

２ 児童発達支援センターと診療所を兼務する職員の職種、員数及び児童発達

支援センターに対する職務の内容は、次のとおりとする。 

 （１）医師    １名（常勤職員） 

    医師は、個々の児童の健康管理に関する業務を行うほか、通園施設職

員に対し、療育について指導・助言を行う。 

 （２）理学療法士 ２名以上 （常勤職員） 

 （３）作業療法士 ２名以上 （常勤職員） 

 （４）言語聴覚士 ２名以上 （常勤職員） 

 （５）視能訓練士 １名   （常勤職員） 

 （６）心理士   ３名以上 （常勤職員） 
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理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士及び心理士は、それ

ぞれの専門に基づいて、児童発達支援センター職員に対し、指導・助言

を行う。 

 

（開所日、開所時間及び支援時間） 

第１０条 児童発達支援センターは、松戸市健康福祉会館条例施行規則（平成

10 年 3 月 25 日松戸市規則第 3 号）（以下「施行規則」という。）第２条に規

定された次の一号から四号に該当する日を休日とし、この休日を除いた日を

開所日とする。 

（１）日曜日及び土曜日 

（２）国民の祝日に関する法律に規定する休日 

（３）１２月２９日から翌年の１月３日までの日 

（４）市長が必要と認めた日 

２ 開所日における開所時間は、午前８時３０分から午後５時までとする。 

３ 児童発達支援センターの支援時間は、開所時間のうち保育時間及び送迎時

間をいうものとする。 

（１）保育時間  午前１０時から午後２時まで 

（２）送迎時間  午前８時４５分から１０時まで及び午後２時から３時 

１５分まで 

（支援の内容） 

第１１条 児童発達支援センターにおける通所支援の内容は、次のとおりとす

る。 

（１）個別支援計画に基づいた保育 

（２）相談支援 

（３）食事の提供 

（４）健康管理 

（５）社会との交流の促進 

（６）こども発達センター特有の保育 

（７）その他必要な支援 

 

（利用児童） 

第１２条 児童発達支援センターを利用する児童は、施行規則第４条に規定す

る次の児童とする。 

（１）松戸市から障害児通所給付の決定を受けた障害児 

（２）松戸市が措置を決定した障害児 

 

（費用の種類及びその額） 

第１３条 児童発達支援センターを利用する児童の保護者が負担する費用は、
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施行規則第４条の３の規定に基づく、次の費用とする。 

（１）施設利用料（障害児通所給付費利用者負担分） 

    児童福祉法第２１条の５の３第２項第２号に規定する、当該通所決定

保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額（当

該政令で定める額が、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の

額の１００分の１０に相当する額を超えるときは、当該相当する額） 

（２）給食費（食事の提供に要する費用） 

    次の表に定める額（当該費用のひと月分の合計額が 6,000 円を超える

場合にあっては、6,000 円） 

 

 

    負担上限額による区分 一日あたりの金額 

負担上限額が 37,200 円の場合 

かつ第 2 子の場合（令和７年７月末まで） 

かつ第 3 子の場合（令和７年７月末まで） 

500 円 

250 円 

  0 円 

 負担上限額が 4,600 円の場合 

かつ第 2 子の場合（令和７年７月末まで） 

かつ第 3 子の場合（令和７年７月末まで） 

230 円 

115 円 

  0 円 

負担上限額が上記の二つの区分以外の場合 

かつ第 2 子の場合（令和７年７月末まで） 

かつ第 3 子の場合（令和７年７月末まで） 

70 円 

35 円 

0 円 

 ※第 2 子、第 3 子の場合は、別途申請書の提出が必要になります。 

 

（緊急時の対策と対応） 

第１４条 児童発達支援センターにおける事故等の予防及び事故等発生時の対

応は、別に定める次のマニュアル等による。 

（１）事故防止マニュアル 

（２）通園施設遊具点検実施要綱 

（３）医療的ケアの実施について 

（４）感染症対応マニュアル 

（５）業務継続計画 

 

（非常災害対策） 

第１５条 児童発達支援センターは、松戸市健康福祉会館に係る「防火管理者」

からの指導に基づき、日々、建物構造、火気・消火器、消防用設備、収容人

員の自主点検を実施するものとする。 

２ 児童発達支援センターは、松戸市健康福祉会館「消防計画」に基づいた年

２回の総合訓練に参加するほか、毎月、建物内の火災を想定した初期消火・
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避難誘導訓練又は送迎バスの事故・火災を想定した避難誘導訓練を実施する

ものとする。 

３ 前項により毎月実施する訓練には、適宜、地震及び風水害を想定した避難

誘導等の訓練を追加するものとする。 

４ 災害発生時には、児童の避難誘導を優先し、児童の安全確保のための備品

及び食材等の備蓄に努めるものとする。 

 

（苦情解決の体制） 

第１６条 児童発達支援センターは、松戸市の福祉サービスに対する苦情解決

に関する要綱（平成１２年１１月２２日松戸市告示第３８３号）第２条の規

定に基づき、次のとおり苦情解決責任者及び苦情受付担当者を置き、苦情に

対する適切な対応を図るものとする。 

（１）苦情解決責任者   管理者（施設長）をもって充てる 

（２）苦情受付担当者   児童発達支援センター職員のうちから施設長が

指名する者をもって充てる 

 

（虐待防止及び身体拘束適正化のための措置に関する事項） 

第１７条 児童発達支援センターは、児童に対する虐待を早期に発見して迅速

かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。 

（１）虐待の防止に関する責任者の選定 

（２）成年後見制度の利用支援 

（３）苦情解決体制の整備 

（４）従業者に対する虐待防止及び身体拘束適正化を啓発及び普及するための

研修の実施 

（５）虐待防止委員会の設置（健康福祉会館複数事業所で構成） 

（６）身体拘束適正化委員会の設置（虐待防止委員会内で検討） 

 ２ 児童発達支援センターは、日々の視診等により通所中の児童の状態を把

握し、虐待の早期発見に努めるとともに、発見した場合には速やかに関

係機関に通報するとともに健康福祉会館虐待防止委員会へ報告するもの

とする。 

 

（衛生管理等） 

第１８条 児童発達支援センターは、利用者の使用する設備及び飲用に供する

水について、衛生的な管理に努め又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、

健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行う。 

２ 事業者は、児童発達支援センターにおいて感染症又は食中毒が発生し、又

はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講ずる。 

（１）児童発達支援センターにおける感染者及び食中毒の予防及びまん延の防
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止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底を図る。 

（２）児童発達支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための指針を整備する。 

（３）児童発達支援センターにおいて、従業者に対し、感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止の

ための訓練を定期的に実施する。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第１９条 児童発達支援センターは、感染症や非常災害の発生時において、利

用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制

で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定

し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。 

２ 児童発達支援センターは、従業者に対し、業務継続計画について周知する

とともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。 

３ 児童発達支援センターは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に

応じて業務継続計画の変更を行う。 

 

（利用に当たっての留意事項） 

第２０条 児童発達支援センターは、次の事項について、利用児童の保護者に

依頼又は協力を求めることができるものとする。 

（１）個別支援計画作成に係る面談への出席及び内容の確認 

（２）実績記録票による利用日の確認と押印 

（３）欠席の連絡 

（４）給食の予約と取り消しに係る連絡 

（５）利用料及び給食費の納入 

（６）変更届等の提出 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第２１条 児童発達支援センターは、職員の資質の向上のために次のとおり研

修の機会を設けるものとする。 

 （１）人権に関する研修         年１回 

 （２）園内研修             年２回以上 

 （３）その他必要な研修         適宜 

２ 児童発達支援センター職員は、その業務上知り得た利用児童及び利用児童

の保護者並びにその家族の秘密を保持するものとする。 

３ 前項の秘密保持は、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持す
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るべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。 

４ 児童発達支援センターは、他の児童発達支援事業等通所支援事業者、保育

所等児童福祉施設その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する

者及び幼稚園等の教育機関等に対して、利用児童及び当該利用児童の保護者

並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により、当該

児童の保護者の同意を得ておくものとする。 

５ 児童発達支援センターは、利用児童及び当該利用児童の保護者に対する児

童発達支援の提供に関する記録を整備し、当該児童発達支援を提供した日か

ら５年間保存するものとする。 

６ 児童発達支援センターは、概ね１年に１回以上、児童発達支援ガイドライ

ンを踏まえて、提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行い、その

内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 

 

（附則） 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

（附則）（平成２４年３月３１日、児童福祉法の改正に伴い全面改定） 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

（附則）（平成２５年３月３１日、障害児相談支援事業所の設置に伴い一部改定） 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

（附則）（平成２９年１月１０日、指定障害児通所支援事業者実地指導に伴い一

部改定） 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

（附則）（平成３０年１月９日、指定障害児通所支援事業者実地指導に伴い一部

改定） 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

（附則）（平成３１年３月６日、千葉県障害福祉事業課療育支援班の指導に伴い

一部改定） 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

（附則）（令和３年３月３１日、千葉県障害福祉事業課療育支援班の指導に伴い

一部改定） 

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 



９ 

 

（附則）（令和 4年 3月 31日、虐待防止に関する事項変更のため一部改正） 

 この規程は、令和 4年 4月 1日から施行する 

 

（附則）（令和 5 年 3 月 31 日、身体拘束適正化委員会の設置に関する事項変更

及び給食費の減免のため一部改正） 

 この規程は、令和 5年 4月 1日から施行する 

 

（附則）（令和６年 3 月 31 日、衛生管理等及び業務継続計画の策定等のため一

部改正） 

 この規程は、令和６年 4月 1日から施行する 

 

（附則）（令和 7年 3月 31日、一元化に伴う一部改正） 

 この規程は、令和７年 4月 1日から施行する 

 


